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T NEOBANK 特約 

変更後 変更前 

第 7 条（カードの発行） 

銀行取引規定第 5 条第 5 項および第 15 条第 1

項ないし第 3 項の定めにかかわらず、当社は、T

ポイント支店との取引に関し、お客さまに対し、

デビット付キャッシュカード、認証番号カードの発

行または貸与はおこないません。 

第 7 条（カードの発行） 

銀行取引規定第 5 条第 5 項および第 15 条第 1

項ないし第 3 項の定めにかかわらず、当社は、T

ポイント支店との取引に関し、お客さまに対し、

デビット付キャッシュカード、スマホデビット、認証

番号カードの発行または貸与はおこないませ

ん。 

 


